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九州観光推進機構

項番 対象文書 質問内容 回答内容

① 実施要領

「７．企画提案書の提出（２）提出部数」 に記載の注釈に「※副本に

は、応募社が特定できるような社名・デザイン・記述をしないこと。」とあるが、

調査に使用する特定のツール（商品・サービス）名を記載してよいか。

調査に使用する特定のツール（商品・サービス）名を記載頂いて問題ありま

せんが、可能な限り、応募社が特定できないような対応をお願いします。

② 実施要領

「８．評価基準（５）類似事業の実績」 について、協力会社の実績も含

め記載してよいか。また、上記①に関連して類似事業を特定できる記載（具

体的な自治体名・法人名・件名など）は許容されるか。

「類似事業の実績」 については応募社の実績のみ対象で、応募社が関係し

ていない協力会社の実績は対象外です。

具体的な自治体名・法人名・件名などを記載頂いて問題ありませんが、可能

な限り、応募社が特定できないような対応をお願いします。

「九州エリアにおける訪日外国人旅行者を対象とした観光マーケティング調査事業」

企画提案公募に係る質問回答書


